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別 表 第 一  実 用 発 電 用 原 子 炉 及 び そ の 附 属 施 設 の 位 置 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 関 す る 表  

改 正 後  改 正 前  
重 大 事 故 等 時 に 必 要 と な る 水 源 及 び 水 の 供 給 設 備  

第 五 十 六 条  発 電 用 原 子 炉 施 設 に は 次 に 掲 想

定 さ れ る 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め の 水 源 と し て 必 要 な 量 の 水 を

貯 留 す る た め の 設 備 を 設   

 

 

一  設 計 基 準 事 故 の 収 束 に 必 要 な 水 を 貯 留

当 該 設 計 基 準 事 故 及 び 想 定 さ れ る 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め に

必 要 な 量 の 水 を 貯 留 で き る  

二  そ の 貯 留 さ れ た 水 想 定 さ れ る 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め

に 必 要 な 設 備 に 供 給 で き る  

２  発 電 用 原 子 炉 施 設 海 そ の 他 の 水 源 前 項 の 水 源 を 除 く

想 定 さ れ る 重 大 事 故 等 の 収 束 に 必 要 な 量 の 水 を 取 水

当 該 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め に 必 要 な 設 備 に 供 給 す る た め の 設

備 を 設  

 
重 大 事 故 等 の 収 束 に 必 要 と な る 水 の 供 給 設 備  

第 五 十 六 条  設 計 基 準 事 故 の 収 束 に 必 要 な 水 源 と は 別 重 大 事 故

等 の 収 束 に 必 要 と な る 十 分 な 量 の 水 を 有 す る 水 源 を 確 保 す る こ と

に 加 発 電 用 原 子 炉 施 設 設 計 基 準 事 故 対 処 設 備 及 び 重

大 事 故 等 対 処 設 備 に 対 し て 重 大 事 故 等 の 収 束 に 必 要 と な る 十 分 な

量 の 水 を 供 給 す る た め に 必 要 な 設 備 を 設  

各 号 を 加 え る  

 

 

 

 

項 を 加  

 

 

 

 

備 考  表 中  記 載 は 注 記   
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別 表 第 二  実 用 発 電 用 原 子 炉 及 び そ の 附 属 施 設 の 技 術 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 関 す る 表  

 

改 正 後  改 正 前  
重 大 事 故 等 時 に 必 要 と な る 水 源 及 び 水 の 供 給 設 備  

第 七 十 一 条  発 電 用 原 子 炉 施 設 に は 次 に 掲 げ る と 想

定 さ れ る 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め の 水 源 と し て 必 要 な 量 の 水 を

貯 留 す る た め の 設 備 を 施 設 し な け れ ば な ら な い   

 

 

一  設 計 基 準 事 故 の 収 束 に 必 要 な 水 を 貯 留 す

当 該 設 計 基 準 事 故 及 び 想 定 さ れ る 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め に

必 要 な 量 の 水 を 貯 留  

二  そ の 貯 留 さ れ た 水 想 定 さ れ る 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め

に 必 要 な 設 備 に 供 給  

２  発 電 用 原 子 炉 施 設 に は 海 そ の 他 の 水 源 前 項 の 水 源 を 除 く

想 定 さ れ る 重 大 事 故 等 の 収 束 に 必 要 な 量 の 水 を 取 水

当 該 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め に 必 要 な 設 備 に 供 給 す る た め の 設

備 を 施 設 し な け れ ば  

 
重 大 事 故 等 の 収 束 に 必 要 と な る 水 の 供 給 設 備  

第 七 十 一 条  設 計 基 準 事 故 の 収 束 に 必 要 な 水 源 と は 別 重 大 事 故

等 の 収 束 に 必 要 と な る 十 分 な 量 の 水 を 有 す る 水 源 を 確 保 す る こ と

に 加 発 電 用 原 子 炉 施 設 設 計 基 準 事 故 対 処 設 備 及 び 重

大 事 故 等 対 処 設 備 に 対 し て 重 大 事 故 等 の 収 束 に 必 要 と な る 十 分 な

量 の 水 を 供 給 す る た め に 必 要 な 設 備 を 施 設 し な け れ ば な ら な い  

各 号 を 加  

 

 

 

 

項 を 加  

 

 

 

 

備 考  表 中  記 載 は 注 記   


